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修正案の提出について 

 

 

 議案第１６号 令和８年度における職員の給与の特例に関する条例の制定について 

 

上記の議案に対する修正案を次のとおり地方自治法第１１５条の３及び大津市議会会議条例第 

１０条の規定により提出します。 

 



議案第１６号 令和８年度における職員の給与の特例に関する条例の全部を修正する。 

 

令和８年度における市長等の給与の特例に関する条例 

市長、副市長、公営企業管理者及び教育長の令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの

間における給料月額は、大津市長及び副市長の給与に関する条例（昭和３１年条例第２０号）第３

条第１項、大津市公営企業管理者の給与等に関する条例（昭和４１年条例第３９号）第３条第１

項及び大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和３１年条例第２２号）第３条第１項

の規定にかかわらず、これらの規定による額からその１００分の５に相当する額を減じた額とす

る。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、これらの規定による額

とする。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 給与の減額については、部次長級の一般職員を対象にするのではなく、特別職に限定すべきと

考えるため。 


